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○高山市水道料金等の減免事務取扱要綱 

平成19年３月30日 

決裁 

改正 平成24年２月14日決裁 

（題名改称） 

平成24年３月９日決裁 

令和元年９月12日決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高山市給水条例（平成９年高山市条例第30号。以下「給水条例」と

いう。）第36条及び高山市給水条例施行規程（平成９年高山市水道事業管理規程第５号。

以下「施行規程」という。）第18条に規定する減額又は免除の取扱いについて、必要な

事項を定めるものとする。 

（平24.2.14・一部改正） 

（減免の対象） 

第２条 給水料、手数料その他の費用（以下「水道料金等」という。）の減免は、施行規程

第18条第１項各号に該当する場合に行うものとし、水道料金等の減免の適用条件、減免

額及び減免期間については、別表に定めるとおりとする。 

（平24.2.14・一部改正） 

（減免の審査） 

第３条 水道使用者より、施行規程第18条の規定による減免の申請があった場合は、水道

部上水道課（以下「担当課」という。）が、その審査を行う。 

２ 前項の場合において、担当課は関係部局に意見を求めることができる。 

３ 担当課は申請者に対し、当該審査に必要と認める書類の提出を求めることができ、又は

質問をすることができる。 

４ 前項の場合において、申請者が非協力的等の理由により申請内容について事実確認が困

難なとき又は申請者が虚偽の書類等を提出若しくは回答した場合は、申請を却下すること

ができるものとする。 

（平24.3.9・一部改正） 

（申請者の義務） 

第４条 申請者は、減免申請事由に変更等があった場合は、速やかに担当課にその旨を報告

しなければならない。この場合において、担当課は減免適用の適否を審査しなければなら
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ない。 

附 則（平成19年３月30日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成24年２月14日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成24年３月９日決裁） 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月12日決裁） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、平成31年４月１日以後の減免の申請に係る審査について適用

する。 

別表（第２条関係） 

（平24.2.14・追加、令元.9.12・一部改正） 

減免の事由 適用条件 減免額 減免期間 

1 はなはだしく貧

困であって水道料

金等を納めること

ができないとき。 

次に掲げる事項のいずれにも

該当しないこと。この場合に

おいて、第3号及び第4号に係

る判定の基礎となる収入及び

資産は、申請者及び申請者と

生計を一にする同居人（以下

「同一生計世帯員」という。）

の収入及び資産をそれぞれ合

算するものとする。 

(1) 同一生計世帯員のいずれ

かに所得税又は住民税が課

税されている場合。ただし、

同一生計世帯員について高

山市寡婦（夫）控除等のみ

なし適用に関する実施要綱

(1) 給水料 

ア 基本料金の

額の全額 

イ 従量料金の

額（ただし、使

用水量8m3に相

当する従量料

金の額を限度

とする。） 

(2) 手数料その他

の費用 

ア 市長が必要

と認める額 

 

 

申請のあった日の

属する月分から当

該日の属する年度

の3月分まで 
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（令和元年8月1日決裁）第5

条に定めるみなし適用の認

定を受けた者がいる場合に

おいて、みなし適用を受け

算定した所得税及び住民税

が非課税となる場合を除

く。 

(2) 生活保護法（昭和25年法

律第144号）に基づく保護費

を受給している場合 

(3) 生活保護法による利用し

得る資産がある場合 

(4) 年間の収入の見込額が生

活保護法による保護の基準

に定める年間の最低生活費

に相当する額を超える場合 

 

2 災害により被害

を受けたとき。 

高山市が発行するり災証明を

受けたもの 

災害の被害の程度

により市長が必要

と認める額 

災害の被害の程度

により市長が必要

と認める期間 

3 漏水と認められ

るとき。 

次に掲げる事項のすべてに該

当すること。 

(1) 地下漏水等、不可視部分

での漏水であること。 

(2) 漏水により、その1か月の

使用水量が、通常の使用水

量の2倍以上であること。 

(3) 指定給水装置工事事業者

（給水条例第10条第1項に

規定する事業者をいう。）

による漏水箇所の修繕工事

証明書があること。 

(1) 減免の対象と

なる月分の使用

水量が前3か月の

平均使用水量を

超える部分の2分

の1の使用水量に

相当する従量料

金 

(2) (1)による算定

が適当でないと

判断される場合

は、前年同月の使

申請のあった日の

属する月又はそれ

以前の漏水に起因

して使用水量がも

っとも増加したと

認められる月分 
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(4) 減免を受けようとする月

を含む過去12か月以内に水

道料金等の減免を受けてい

ないこと。 

用水量を超える

部分の2分の1の

使用水量に相当

する従量料金 

(3) 前2号による算

定が適当でない

と判断される場

合は、通常の使用

される水量とし

て市長が認める

使用水量を超え

る部分の2分の1

の使用水量に相

当する従量料金 

4 その他市長が認

める場合 

減免の事由1から3までに該当

しない場合 

市長が認める金額 市長が認める期間 

 


